
参 加 料  500円（全10回）
定 員  20名（先着順）
申 込 期 間  10月14日（土）～25日（水）
申 込 方 法   各体育館・スポーツセンターの窓口に備え

付けの申込用紙を提出してください。

「第52回たつの市梅と潮の香マラソン大会」参加者を募集

「市長杯モルック大会」参加者を募集

「第32回たつの市新宮マラソン大会」参加者を募集

「卓球教室」参加者を募集

▶新宮スポーツセンター（☎75・1792）

▶スポーツ振興課（御津体育館）（☎322・3012）

▶新宮スポーツセンター（☎75・1792）

と き  令和６年１月28日（日）（雨天決行）
と こ ろ  御津運動場周辺および国道250号コース
種 目  ロードレース  ２km、３km、５km、10km、ハーフ

※年代別、男女別、31部門
ファミリージョギング  1.7km

参 加 料  小・中・高校生 １,000円
一般（３km・５km） ３,500円
一般（10km・ハーフ） ４,000円

申込期限  11月17日（金） 19時まで
申込方法  次のサイトからお申し込みください。

と き   11月23日（木・祝） ９時スタート
 ※雨天中止
と こ ろ  新宮宮内遺跡北公園
ルール説明   モルックと呼ばれる木の棒を投げ、ピンを

倒して50点ちょうどを目指すゲームです。
参 加 資 格  小学生以上
参 加 料  無料

と き   12月３日（日）８時～受付（小雨決行）
と こ ろ  新宮リバーパーク
対 象 者   市内在住、在勤、在学の方、または西播磨

地区在住の方
距 離  小学１・２年生男女…1.5km
 小学３～６年生男女、一般女子…２km
 中学生男女、高校生男女、一般男子…３km

▶御津体育館（☎322・3012）

定 員  60名（３人一組）
※定員になり次第締め切ります。

申 込 期 間  10月10日（火）～31日（火）
申 込 方 法   各体育館・スポーツセンターの
 窓口でお申し込みください。

参 加 料  100円（大会当日に納めてください）
申 込 期 間  11月１日（水）～19日（日）
申 込 方 法   各体育館・スポーツセンターの
 窓口でお申し込みください。

と き  11月１日（水）～12月２日（土）
（毎週水曜日・土曜日、９時30分～11時

30分）
と こ ろ  御津体育館２階卓球場
対 象 者   市に在住または在勤者で、卓球を初めて

される方および経験者で健康のために卓
球をしたい方（高校生以上）

そ の 他   荒天等により中止となる場合があります。
その際は、市ホームページ・大会ホームページで
お知らせします。

参 加 費  無料
持 ち 物  手袋・汚れてもよい服装
申 込 方 法  電話または窓口にてお申し込みください。
申 込 期 限  11月10日（金）まで

学んで楽しい！たつの学～龍野城下のひな流しPART②～

▶中央公民館（☎62・0959）

　本市にはたくさんの歴史文化遺産があります。意外と知らない自分たちの住むまち「たつの」につい
て一緒に学びませんか？
　今回は、８月に開催した「Kidsたつの学の、流しびな作りPART①」に引き続き、桟俵（さんだわら）を
作り、流しびなを完成させます。（今回初参加の方も参加可能）一緒に桟俵づくりを体験しませんか？
と き  11月18日（土）９時30分～12時
と こ ろ  中央公民館
対 象   市内在住・在勤・在学の方
定 員  20名（親子で参加可能、先着順）

　国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての
方が加入する制度です。
　届け出を忘れると、将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなったり、
受けられなくなる場合があります。
　次のようなときは市役所へ届け出が必要です。忘れずに届け出をしましょう。
●60歳になるまでに会社などを退職したとき（厚生年金や共済組合を脱退したとき）
●収入が増え、配偶者の被扶養者でなくなったとき
●配偶者が退職し、被扶養者でなくなったとき
●離婚し、被扶養者でなくなったとき
　なお、厚生年金や共済組合に加入したときは勤務先へ、また厚生年金や共済組合加入者の配偶者の被扶養者に
なったときは、配偶者の勤務先へ届け出をしてください。

忘れないでこんなときには届け出を

国 民 年 金国 民 年 金
▶姫路年金事務所国民年金課（☎079・224・6382） ▶国保医療年金課（☎64・3240）
▶ ●新 地域振興課（☎75・0253） ▶●揖 地域振興課（☎72・2523） ▶ ●御 地域振興課（☎322・1451）

市内全小学校普通教室に電子黒板を整備

▶小中一貫教育推進課（☎64・3020）

　本市では、GIGAスクール構想に伴い児童生徒に1人1台タブレット端末を
導入し、さまざまな教育活動において活用を進めています。また、さらなる教育
効果を上げるため、令和４年度から市内小学校普通教室に電子黒板の整備を
進め、このたび、すべての普通教室に整備を行いました。
　この電子黒板は、タブレット端末と連動することで、写真や資料などを電子
黒板に映し出すことができます。「拡大」など授業でよく使う操作が簡単にで
きるので、子どもたちの学習意欲や理解力の向上が期待できます。また、画面
にタッチすることで直接文字やアンダーラインなどを書きこむことができるの
で、わかりやすく説明することができます。さらに、電子黒板に書いたものをデジタルデータとして保存ができるの

で、必要に応じてデータを取り出し、学びをつなげることができます。これらの利点を
生かして、教師だけでなく、子どもたちも活用することができるので、教師と子どもの
伝える力が高まります。
　今後は電子黒板およびタブレット端末を各教科等や学級活動で積極的に活用し、
子どもの情報活用能力や学力の向上につなげていきます。

まなぶ
学都たつの学都たつののの輝き輝きとと歴史・文化歴史・文化がが薫るまち薫るまちをを目指して目指して

大会公式
ホームページ

国民年金保険料９月分
▶口座振替日 10月31日（火）
　定額１カ月 16,520円
　付 加 つ き 16,920円

現金納付の方、スマホ決済の方もお忘れなく、
10月31日（火）までに納めてください。
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